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消
防
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
表

○

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
五
条
の
二

消
防
長
又
は
消
防
署
長
は
、
防
火
対
象
物
の
位
置
、
構
造
、
設

第
五
条
の
二

消
防
長
又
は
消
防
署
長
は
、
防
火
対
象
物
の
位
置
、
構
造
、
設

備
又
は
管
理
の
状
況
に
つ
い
て
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
権

備
又
は
管
理
の
状
況
に
つ
い
て
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
権

原
を
有
す
る
関
係
者
に
対
し
、
当
該
防
火
対
象
物
の
使
用
の
禁
止
、
停
止
又

原
を
有
す
る
関
係
者
に
対
し
、
当
該
防
火
対
象
物
の
使
用
の
禁
止
、
停
止
又

は
制
限
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

は
制
限
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

前
条
第
一
項
、
次
条
第
一
項
、
第
八
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第

一

前
条
第
一
項
、
次
条
第
一
項
、
第
八
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第

八
条
の
二
第
三
項
、
第
八
条
の
二
の
五
第
三
項
又
は
第
十
七
条
の
四
第
一

八
条
の
二
第
三
項

又
は
第
十
七
条
の
四
第
一

項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
必
要
な
措
置
が
命
ぜ
ら
れ
た
に
も
か

項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
必
要
な
措
置
が
命
ぜ
ら
れ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
そ
の
措
置
が
履
行
さ
れ
ず
、
履
行
さ
れ
て
も
十
分
で
な
く
、

か
わ
ら
ず
、
そ
の
措
置
が
履
行
さ
れ
ず
、
履
行
さ
れ
て
も
十
分
で
な
く
、

又
は
そ
の
措
置
の
履
行
に
つ
い
て
期
限
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て

又
は
そ
の
措
置
の
履
行
に
つ
い
て
期
限
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て

は
履
行
さ
れ
て
も
当
該
期
限
ま
で
に
完
了
す
る
見
込
み
が
な
い
た
め
、
引

は
履
行
さ
れ
て
も
当
該
期
限
ま
で
に
完
了
す
る
見
込
み
が
な
い
た
め
、
引

き
続
き
、
火
災
の
予
防
に
危
険
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
、
消
火
、
避
難
そ

き
続
き
、
火
災
の
予
防
に
危
険
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
、
消
火
、
避
難
そ

の
他
の
消
防
の
活
動
に
支
障
に
な
る
と
認
め
る
場
合
又
は
火
災
が
発
生
し

の
他
の
消
防
の
活
動
に
支
障
に
な
る
と
認
め
る
場
合
又
は
火
災
が
発
生
し

た
な
ら
ば
人
命
に
危
険
で
あ
る
と
認
め
る
場
合

た
な
ら
ば
人
命
に
危
険
で
あ
る
と
認
め
る
場
合

二

前
条
第
一
項
、
次
条
第
一
項
、
第
八
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第

二

前
条
第
一
項
、
次
条
第
一
項
、
第
八
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第

八
条
の
二
第
三
項
、
第
八
条
の
二
の
五
第
三
項
又
は
第
十
七
条
の
四
第
一

八
条
の
二
第
三
項

又
は
第
十
七
条
の
四
第
一

項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
よ
つ
て
は
、
火
災
の
予
防
の

項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
よ
つ
て
は
、
火
災
の
予
防
の

危
険
、
消
火
、
避
難
そ
の
他
の
消
防
の
活
動
の
支
障
又
は
火
災
が
発
生
し

危
険
、
消
火
、
避
難
そ
の
他
の
消
防
の
活
動
の
支
障
又
は
火
災
が
発
生
し
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た
場
合
に
お
け
る
人
命
の
危
険
を
除
去
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
る

た
場
合
に
お
け
る
人
命
の
危
険
を
除
去
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
る

場
合

場
合

②

前
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
つ
い

②

前
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
つ
い

て
準
用
す
る
。

て
準
用
す
る
。

第
八
条
の
二
の
二

第
八
条
第
一
項
の
防
火
対
象
物
の
う
ち
火
災
の
予
防
上
必

第
八
条
の
二
の
二

第
八
条
第
一
項
の
防
火
対
象
物
の
う
ち
火
災
の
予
防
上
必

要
が
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
の
管
理
に
つ
い
て
権
原
を
有
す

要
が
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
の
管
理
に
つ
い
て
権
原
を
有
す

る
者
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
定
期
に
、
防
火
対
象
物
に

る
者
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
定
期
に
、
防
火
対
象
物
に

お
け
る
火
災
の
予
防
に
関
す
る
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
で
総
務
省
令
で
定

お
け
る
火
災
の
予
防
に
関
す
る
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
で
総
務
省
令
で
定

め
る
資
格
を
有
す
る
も
の
（
次
項
、
次
条
第
一
項
及
び
第
三
十
六
条
第
三
項

め
る
資
格
を
有
す
る
も
の
（
次
項
及
び
次
条
第
一
項

に
お
い
て
「
防
火
対
象
物
点
検
資
格
者
」
と
い
う
。
）
に
、
当
該
防
火
対
象

に
お
い
て
「
防
火
対
象
物
点
検
資
格
者
」
と
い
う
。
）
に
、
当
該
防
火
対
象

物
に
お
け
る
防
火
管
理
上
必
要
な
業
務
、
消
防
の
用
に
供
す
る
設
備
、
消
防

物
に
お
け
る
防
火
管
理
上
必
要
な
業
務
、
消
防
の
用
に
供
す
る
設
備
、
消
防

用
水
又
は
消
火
活
動
上
必
要
な
施
設
の
設
置
及
び
維
持
そ
の
他
火
災
の
予
防

用
水
又
は
消
火
活
動
上
必
要
な
施
設
の
設
置
及
び
維
持
そ
の
他
火
災
の
予
防

上
必
要
な
事
項
（
次
項
、
次
条
第
一
項
及
び
第
三
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て

上
必
要
な
事
項
（
次
項
及
び
次
条
第
一
項

に
お
い
て

「
点
検
対
象
事
項
」
と
い
う
。
）
が
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命

「
点
検
対
象
事
項
」
と
い
う
。
）
が
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命

令
に
規
定
す
る
事
項
に
関
し
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
（
次
項
、
次
条
第
一

令
に
規
定
す
る
事
項
に
関
し
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
（
次
項
及
び
次
条
第

項
及
び
第
三
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
「
点
検
基
準
」
と
い
う
。
）
に
適
合

一
項

に
お
い
て
「
点
検
基
準
」
と
い
う
。
）
に
適
合

し
て
い
る
か
ど
う
か
を
点
検
さ
せ
、
そ
の
結
果
を
消
防
長
又
は
消
防
署
長
に

し
て
い
る
か
ど
う
か
を
点
検
さ
せ
、
そ
の
結
果
を
消
防
長
又
は
消
防
署
長
に

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
十
七
条
の
三
の
三
の
規
定
に
よ

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
十
七
条
の
三
の
三
の
規
定
に
よ

る
点
検
及
び
報
告
の
対
象
と
な
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

る
点
検
及
び
報
告
の
対
象
と
な
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

②

前
項
の
規
定
に
よ
る
点
検
（
そ
の
管
理
に
つ
い
て
権
原
が
分
か
れ
て
い
る

②

前
項
の
規
定
に
よ
る
点
検
（
そ
の
管
理
に
つ
い
て
権
原
が
分
か
れ
て
い
る

防
火
対
象
物
に
あ
つ
て
は
、
当
該
防
火
対
象
物
全
体
（
次
条
第
一
項
の
規
定

防
火
対
象
物
に
あ
つ
て
は
、
当
該
防
火
対
象
物
全
体
（
次
条
第
一
項
の
規
定
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に
よ
る
認
定
を
受
け
た
部
分
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の
前
項
の
規
定
に
よ
る

に
よ
る
認
定
を
受
け
た
部
分
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の
前
項
の
規
定
に
よ
る

点
検
）
の
結
果
、
防
火
対
象
物
点
検
資
格
者
に
よ
り
点
検
対
象
事
項
が
点
検

点
検
）
の
結
果
、
防
火
対
象
物
点
検
資
格
者
に
よ
り
点
検
対
象
事
項
が
点
検

基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
た
防
火
対
象
物
に
は
、
総
務
省
令
で
定

基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
た
防
火
対
象
物
に
は
、
総
務
省
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
点
検
を
行
つ
た
日
そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
点
検
を
行
つ
た
日
そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項

を
記
載
し
た
表
示
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

を
記
載
し
た
表
示
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

③

何
人
も
、
防
火
対
象
物
に
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
同
項
の

③

何
人
も
、
防
火
対
象
物
に
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
同
項
の

表
示
を
付
し
て
は
な
ら
ず
、
又
は
同
項
の
表
示
と
紛
ら
わ
し
い
表
示
を
付
し

表
示
を
付
し
て
は
な
ら
ず
、
又
は
同
項
の
表
示
と
紛
ら
わ
し
い
表
示
を
付
し

て
は
な
ら
な
い
。

て
は
な
ら
な
い
。

④

消
防
長
又
は
消
防
署
長
は
、
防
火
対
象
物
で
第
二
項
の
規
定
に
よ
ら
な
い

④

消
防
長
又
は
消
防
署
長
は
、
防
火
対
象
物
で
第
二
項
の
規
定
に
よ
ら
な
い

で
同
項
の
表
示
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
又
は
同
項
の
表
示
と
紛
ら
わ
し
い
表

で
同
項
の
表
示
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
又
は
同
項
の
表
示
と
紛
ら
わ
し
い
表

示
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、
当
該
防
火
対
象
物
の
関
係
者
で
権
原

示
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、
当
該
防
火
対
象
物
の
関
係
者
で
権
原

を
有
す
る
者
に
対
し
、
当
該
表
示
を
除
去
し
、
又
は
こ
れ
に
消
印
を
付
す
る

を
有
す
る
者
に
対
し
、
当
該
表
示
を
除
去
し
、
又
は
こ
れ
に
消
印
を
付
す
る

べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑤

第
一
項
の
規
定
は
、
次
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
防
火
対
象
物
に
つ
い

⑤

第
一
項
の
規
定
は
、
次
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
防
火
対
象
物
に
つ
い

て
は
、
適
用
し
な
い
。

て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
八
条
の
二
の
三

消
防
長
又
は
消
防
署
長
は
、
前
条
第
一
項
の
防
火
対
象
物

第
八
条
の
二
の
三

消
防
長
又
は
消
防
署
長
は
、
前
条
第
一
項
の
防
火
対
象
物

で
あ
つ
て
次
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
も
の
を
、
当
該
防
火
対
象
物
の
管
理

で
あ
つ
て
次
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
も
の
を
、
当
該
防
火
対
象
物
の
管
理

に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
者
の
申
請
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
き

に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
者
の
申
請
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
き

特
例
を
設
け
る
べ
き
防
火
対
象
物
と
し
て
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

特
例
を
設
け
る
べ
き
防
火
対
象
物
と
し
て
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

申
請
者
が
当
該
防
火
対
象
物
の
管
理
を
開
始
し
た
時
か
ら
三
年
が
経
過

一

申
請
者
が
当
該
防
火
対
象
物
の
管
理
を
開
始
し
た
時
か
ら
三
年
が
経
過

し
て
い
る
こ
と
。

し
て
い
る
こ
と
。
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二

当
該
防
火
対
象
物
に
つ
い
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

二

当
該
防
火
対
象
物
に
つ
い
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

イ

過
去
三
年
以
内
に
お
い
て
第
五
条
第
一
項
、
第
五
条
の
二
第
一
項
、

イ

過
去
三
年
以
内
に
お
い
て
第
五
条
第
一
項
、
第
五
条
の
二
第
一
項
、

第
五
条
の
三
第
一
項
、
第
八
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
八
条
の

第
五
条
の
三
第
一
項
、
第
八
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項

二
の
五
第
三
項
又
は
第
十
七
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定

又
は
第
十
七
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
命
令
（
当
該
防
火
対
象
物
の
位
置
、
構
造
、
設
備
又
は
管
理
の

に
よ
る
命
令
（
当
該
防
火
対
象
物
の
位
置
、
構
造
、
設
備
又
は
管
理
の

状
況
が
こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
又
は
そ
の
他
の

状
況
が
こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
又
は
そ
の
他
の

法
令
に
違
反
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
が
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
、
又

法
令
に
違
反
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
が
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
、
又

は
さ
れ
る
べ
き
事
由
が
現
に
あ
る
こ
と
。

は
さ
れ
る
べ
き
事
由
が
現
に
あ
る
こ
と
。

ロ

過
去
三
年
以
内
に
お
い
て
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
取
消
し
を
受
け
た

ロ

過
去
三
年
以
内
に
お
い
て
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
取
消
し
を
受
け
た

こ
と
が
あ
り
、
又
は
受
け
る
べ
き
事
由
が
現
に
あ
る
こ
と
。

こ
と
が
あ
り
、
又
は
受
け
る
べ
き
事
由
が
現
に
あ
る
こ
と
。

ハ

過
去
三
年
以
内
に
お
い
て
前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
同
項

ハ

過
去
三
年
以
内
に
お
い
て
前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
同
項

の
規
定
に
よ
る
点
検
若
し
く
は
報
告
が
さ
れ
な
か
つ
た
こ
と
が
あ
り
、

の
規
定
に
よ
る
点
検
若
し
く
は
報
告
が
さ
れ
な
か
つ
た
こ
と
が
あ
り
、

又
は
同
項
の
報
告
に
つ
い
て
虚
偽
の
報
告
が
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
こ
と

又
は
同
項
の
報
告
に
つ
い
て
虚
偽
の
報
告
が
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
こ
と

。

。

ニ

過
去
三
年
以
内
に
お
い
て
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
点
検
の
結
果

ニ

過
去
三
年
以
内
に
お
い
て
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
点
検
の
結
果

、
防
火
対
象
物
点
検
資
格
者
に
よ
り
点
検
対
象
事
項
が
点
検
基
準
に
適

、
防
火
対
象
物
点
検
資
格
者
に
よ
り
点
検
対
象
事
項
が
点
検
基
準
に
適

合
し
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
こ
と
。

合
し
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
こ
と
。

三

前
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
防
火
対
象
物
に
つ
い
て
、
こ
の
法

三

前
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
防
火
対
象
物
に
つ
い
て
、
こ
の
法

律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
遵
守
の
状
況
が
優
良
な
も
の
と
し
て

律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
遵
守
の
状
況
が
優
良
な
も
の
と
し
て

総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と

総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と

。

。

②

申
請
者
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
申
請
書
に
前
項
の
規

②

申
請
者
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
申
請
書
に
前
項
の
規
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定
に
よ
る
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
防
火
対
象
物
の
所
在
地
そ
の
他
総
務
省

定
に
よ
る
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
防
火
対
象
物
の
所
在
地
そ
の
他
総
務
省

令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
、
消
防
長
又
は
消
防
署
長
に

令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
、
消
防
長
又
は
消
防
署
長
に

申
請
し
、
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

申
請
し
、
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③

消
防
長
又
は
消
防
署
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
と
き
、

③

消
防
長
又
は
消
防
署
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
と
き
、

又
は
認
定
を
し
な
い
こ
と
を
決
定
し
た
と
き
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ

又
は
認
定
を
し
な
い
こ
と
を
決
定
し
た
と
き
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
申
請
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
申
請
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

④

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
防
火
対
象
物
に
つ
い
て
、
次
の
い

④

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
防
火
対
象
物
に
つ
い
て
、
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、
当
該
認
定
は
、
そ
の
効
力
を

ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、
当
該
認
定
は
、
そ
の
効
力
を

失
う
。

失
う
。

一

当
該
認
定
を
受
け
て
か
ら
三
年
が
経
過
し
た
と
き
（
当
該
認
定
を
受
け

一

当
該
認
定
を
受
け
て
か
ら
三
年
が
経
過
し
た
と
き
（
当
該
認
定
を
受
け

て
か
ら
三
年
が
経
過
す
る
前
に
当
該
防
火
対
象
物
に
つ
い
て
第
二
項
の
規

て
か
ら
三
年
が
経
過
す
る
前
に
当
該
防
火
対
象
物
に
つ
い
て
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
申
請
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る

定
に
よ
る
申
請
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る

通
知
が
あ
つ
た
と
き
。
）
。

通
知
が
あ
つ
た
と
き
。
）
。

二

当
該
防
火
対
象
物
の
管
理
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
者
に
変
更
が
あ
つ

二

当
該
防
火
対
象
物
の
管
理
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
者
に
変
更
が
あ
つ

た
と
き
。

た
と
き
。

⑤

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
防
火
対
象
物
に
つ
い
て
、
当
該
防

⑤

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
防
火
対
象
物
に
つ
い
て
、
当
該
防

火
対
象
物
の
管
理
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
者
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、

火
対
象
物
の
管
理
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
者
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、

当
該
変
更
前
の
権
原
を
有
す
る
者
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

当
該
変
更
前
の
権
原
を
有
す
る
者
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

、
そ
の
旨
を
消
防
長
又
は
消
防
署
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
そ
の
旨
を
消
防
長
又
は
消
防
署
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑥

消
防
長
又
は
消
防
署
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
防
火

⑥

消
防
長
又
は
消
防
署
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
防
火

対
象
物
に
つ
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
認
定
を
取

対
象
物
に
つ
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
認
定
を
取

り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

偽
り
そ
の
他
不
正
な
手
段
に
よ
り
当
該
認
定
を
受
け
た
こ
と
が
判
明
し

一

偽
り
そ
の
他
不
正
な
手
段
に
よ
り
当
該
認
定
を
受
け
た
こ
と
が
判
明
し

た
と
き
。

た
と
き
。

二

第
五
条
第
一
項
、
第
五
条
の
二
第
一
項
、
第
五
条
の
三
第
一
項
、
第
八

二

第
五
条
第
一
項
、
第
五
条
の
二
第
一
項
、
第
五
条
の
三
第
一
項
、
第
八

条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
八
条
の
二
の
五
第
三
項
又
は
第
十
七
条

条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項

又
は
第
十
七
条

の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
（
当
該
防
火
対
象
物

の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
（
当
該
防
火
対
象
物

の
位
置
、
構
造
、
設
備
又
は
管
理
の
状
況
が
こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
の
法

の
位
置
、
構
造
、
設
備
又
は
管
理
の
状
況
が
こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
の
法

律
に
基
づ
く
命
令
又
は
そ
の
他
の
法
令
に
違
反
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。

律
に
基
づ
く
命
令
又
は
そ
の
他
の
法
令
に
違
反
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。

）
が
さ
れ
た
と
き
。

）
が
さ
れ
た
と
き
。

三

第
一
項
第
三
号
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
き
。

三

第
一
項
第
三
号
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
き
。

⑦

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
防
火
対
象
物
（
当
該
防
火
対
象
物

⑦

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
防
火
対
象
物
（
当
該
防
火
対
象
物

の
管
理
に
つ
い
て
権
原
が
分
か
れ
て
い
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
防
火
対

の
管
理
に
つ
い
て
権
原
が
分
か
れ
て
い
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
防
火
対

象
物
全
体
が
同
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）
に
は
、

象
物
全
体
が
同
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）
に
は
、

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た

日
そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
表
示
を
付
す
る
こ
と
が
で

日
そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
表
示
を
付
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

き
る
。

⑧

前
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
表
示
に
つ
い
て
準
用
す
る

⑧

前
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
表
示
に
つ
い
て
準
用
す
る

。

。

第
八
条
の
二
の
五

第
八
条
第
一
項
の
防
火
対
象
物
の
う
ち
多
数
の
者
が
出
入

す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
大
規
模
な
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
の

管
理
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
者
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当

該
防
火
対
象
物
に
自
衛
消
防
組
織
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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②

前
項
の
権
原
を
有
す
る
者
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
自
衛
消
防
組
織
を
置

い
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
自
衛
消
防
組
織
の
要
員
の
現
況
そ
の
他
総
務
省
令

で
定
め
る
事
項
を
所
轄
消
防
長
又
は
消
防
署
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
当
該
事
項
を
変
更
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

③

消
防
長
又
は
消
防
署
長
は
、
第
一
項
の
自
衛
消
防
組
織
が
置
か
れ
て
い
な

い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
同
項
の
権
原
を
有
す
る
者
に
対
し
、
同
項
の
規
定

に
よ
り
自
衛
消
防
組
織
を
置
く
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

④

第
五
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

第
三
十
六
条

第
八
条
か
ら
第
八
条
の
二
の
三
ま
で
の
規
定
は
、
火
災
以
外
の

第
三
十
六
条

災
害
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
る
被
害
の
軽
減
の
た
め
特
に
必
要
が
あ
る

建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
準
用
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
八
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
中
「
防

火
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
防
災
管
理
者
」
と
、
同
条
第
一
項
中
「
、
政
令

」
と
あ
る
の
は
「
、
火
災
そ
の
他
の
災
害
の
被
害
の
軽
減
に
関
す
る
知
識
を

有
す
る
者
で
政
令
」
と
、
「
消
火
、
通
報
及
び
避
難
の
訓
練
の
実
施
、
消
防

の
用
に
供
す
る
設
備
、
消
防
用
水
又
は
消
火
活
動
上
必
要
な
施
設
の
点
検
及

び
整
備
、
火
気
の
使
用
又
は
取
扱
い
に
関
す
る
監
督
、
避
難
又
は
防
火
上
必

要
な
構
造
及
び
設
備
の
維
持
管
理
並
び
に
収
容
人
員
の
管
理
そ
の
他
防
火
管

理
上
」
と
あ
る
の
は
「
避
難
の
訓
練
の
実
施
そ
の
他
防
災
管
理
上
」
と
、
同

条
第
四
項
、
第
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
八
条
の
二
の
二
第
一
項
中
「
防
火



- 8 -

管
理
上
」
と
あ
る
の
は
「
防
災
管
理
上
」
と
、
同
項
中
「
火
災
の
予
防
に
」

と
あ
る
の
は
「
火
災
以
外
の
災
害
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
る
被
害
の
軽

減
に
」
と
、
「
、
消
防
の
用
に
供
す
る
設
備
、
消
防
用
水
又
は
消
火
活
動
上

必
要
な
施
設
の
設
置
及
び
維
持
そ
の
他
火
災
の
予
防
上
」
と
あ
る
の
は
「
そ

の
他
火
災
以
外
の
災
害
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
る
被
害
の
軽
減
の
た
め

に
」
と
、
同
項
、
同
条
第
二
項
及
び
第
八
条
の
二
の
三
第
一
項
第
二
号
ニ
中

「
防
火
対
象
物
点
検
資
格
者
」
と
あ
る
の
は
「
防
災
管
理
点
検
資
格
者
」
と

、
同
号
イ
及
び
同
条
第
六
項
第
二
号
中
「
又
は
第
十
七
条
の
四
第
一
項
若
し

く
は
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
、
第
十
七
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

又
は
第
三
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
条
第
三
項
若
し
く
は
第

四
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

②

前
項
の
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
の
う
ち
第
八
条
第
一
項
の
防
火
対
象
物

で
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
の
管
理
に
つ
い

て
権
原
を
有
す
る
者
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
項
に
お
い
て
読

み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
防
災
管
理
者
に
、
同
項
の
防
火
管
理
者

の
行
う
べ
き
防
火
管
理
上
必
要
な
業
務
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③

第
一
項
の
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
の
う
ち
第
八
条
の
二
の
二
第
一
項
の

防
火
対
象
物
で
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
二
項
及
び
第
一
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
点
検
と
併
せ
て
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
点
検
（
そ
の
管
理
に
つ
い
て
権
原
が
分
か
れ
て
い
る
建
築
物
そ
の
他
の
工

作
物
に
あ
つ
て
は
、
当
該
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
全
体
（
第
八
条
の
二
の
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三
第
一
項
又
は
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認

定
を
受
け
た
部
分
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の
第
八
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
点
検
と
併
せ
て
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
点
検
）
が
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
、
防
火
対
象
物
点
検
資
格
者
及
び
防

災
管
理
点
検
資
格
者
に
よ
り
点
検
対
象
事
項
が
い
ず
れ
の
点
検
基
準
に
も
適

合
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
に
限
り
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
点
検
を
行
つ
た
日
そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
表

示
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

④

第
一
項
の
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
の
う
ち
第
八
条
の
二
の
二
第
一
項
の

防
火
対
象
物
で
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
第
八
条
の
二
の
三
第
七
項
及
び
第

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
七
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
認
定
と
併
せ
て
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
場
合
（
当
該
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
の
管

理
に
つ
い
て
権
原
が
分
か
れ
て
い
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
建
築
物
そ
の

他
の
工
作
物
全
体
が
同
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
と
併
せ
て
第
一
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
場
合
に
限
る
。
）
に

限
り
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
認
定
を
受
け
た
日
そ
の

他
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
表
示
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑤

第
八
条
の
二
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
前
二
項
の
表
示
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

⑥

第
一
項
の
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
に
第
八
条
の
二
の
五
第
一
項
の
自
衛

消
防
組
織
が
置
か
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
自
衛
消
防
組
織
は
、
火
災
そ
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の
他
の
災
害
の
被
害
の
軽
減
の
た
め
に
必
要
な
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

⑦

第
十
八
条
第
二
項
、
第
二
十
二
条
及
び
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま

第
十
八
条
第
二
項
、
第
二
十
二
条
及
び
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま

で
並
び
に
第
三
十
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
五
条
第
三
項
、
第
二

で
並
び
に
第
三
十
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
五
条
第
三
項
、
第
二

十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
二
十
九
条
第
一
項
及
び
第
五
項
の
規

十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
二
十
九
条
第
一
項
及
び
第
五
項
の
規

定
は
、
水
災
を
除
く
他
の
災
害
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

定
は
、
水
災
を
除
く
他
の
災
害
に
関
し
て
こ
れ
を
準
用
す
る
。

第
三
十
六
条
の
三

第
二
十
五
条
第
二
項
（
第
三
十
六
条
第
七
項
に
お
い
て
準

第
三
十
六
条
の
三

第
二
十
五
条
第
二
項
（
第
三
十
六
条

に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
九
条
第
五
項
（
第
三
十
条
の
二
及
び

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
九
条
第
五
項
（
第
三
十
条
の
二
及
び

第
三
十
六
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り

第
三
十
六
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り

、
消
火
若
し
く
は
延
焼
の
防
止
若
し
く
は
人
命
の
救
助
そ
の
他
の
消
防
作
業

、
消
火
若
し
く
は
延
焼
の
防
止
若
し
く
は
人
命
の
救
助
そ
の
他
の
消
防
作
業

に
従
事
し
た
者
又
は
第
三
十
五
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
行

に
従
事
し
た
者
又
は
第
三
十
五
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
行

う
救
急
業
務
に
協
力
し
た
者
が
、
そ
の
た
め
死
亡
し
、
負
傷
し
、
若
し
く
は

う
救
急
業
務
に
協
力
し
た
者
が
、
そ
の
た
め
死
亡
し
、
負
傷
し
、
若
し
く
は

疾
病
に
か
か
り
又
は
障
害
の
状
態
と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
市
町
村
は

疾
病
に
か
か
り
又
は
障
害
の
状
態
と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
市
町
村
は

、
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
者
又

、
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
者
又

は
そ
の
者
の
遺
族
が
こ
れ
ら
の
原
因
に
よ
つ
て
受
け
る
損
害
を
補
償
し
な
け

は
そ
の
者
の
遺
族
が
こ
れ
ら
の
原
因
に
よ
つ
て
受
け
る
損
害
を
補
償
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

②

消
防
対
象
物
が
構
造
上
区
分
さ
れ
た
数
個
の
部
分
で
独
立
し
て
住
居
、
店

②

消
防
対
象
物
が
構
造
上
区
分
さ
れ
た
数
個
の
部
分
で
独
立
し
て
住
居
、
店

舗
、
事
務
所
又
は
倉
庫
そ
の
他
建
物
と
し
て
の
用
途
に
供
す
る
こ
と
が
で
き

舗
、
事
務
所
又
は
倉
庫
そ
の
他
建
物
と
し
て
の
用
途
に
供
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
専
有
部
分
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
建
築

る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
専
有
部
分
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
建
築

物
そ
の
他
の
工
作
物
で
あ
り
、
か
つ
、
専
有
部
分
に
お
い
て
火
災
が
発
生
し

物
そ
の
他
の
工
作
物
で
あ
り
、
か
つ
、
専
有
部
分
に
お
い
て
火
災
が
発
生
し

た
場
合
で
あ
つ
て
、
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
消
火
若
し
く
は

た
場
合
で
あ
つ
て
、
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
消
火
若
し
く
は

延
焼
の
防
止
又
は
人
命
の
救
助
に
従
事
し
た
者
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
者
以

延
焼
の
防
止
又
は
人
命
の
救
助
に
従
事
し
た
者
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
者
以
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外
の
者
が
、
そ
の
た
め
死
亡
し
、
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
又
は

外
の
者
が
、
そ
の
た
め
死
亡
し
、
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
又
は

障
害
の
状
態
と
な
つ
た
と
き
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。

障
害
の
状
態
と
な
つ
た
と
き
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。

一

火
災
が
発
生
し
た
専
有
部
分
の
各
部
分
の
所
有
者
、
管
理
者
、
占
有
者

一

火
災
が
発
生
し
た
専
有
部
分
の
各
部
分
の
所
有
者
、
管
理
者
、
占
有
者

そ
の
他
の
総
務
省
令
で
定
め
る
者

そ
の
他
の
総
務
省
令
で
定
め
る
者

二

火
災
が
発
生
し
た
専
有
部
分
の
各
部
分
及
び
当
該
各
部
分
以
外
の
部
分

二

火
災
が
発
生
し
た
専
有
部
分
の
各
部
分
及
び
当
該
各
部
分
以
外
の
部
分

を
、
一
の
者
が
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
住
居
、
店
舗
、

を
、
一
の
者
が
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
住
居
、
店
舗
、

事
務
所
又
は
倉
庫
そ
の
他
建
物
と
し
て
の
用
途
に
一
体
と
し
て
供
し
て
い

事
務
所
又
は
倉
庫
そ
の
他
建
物
と
し
て
の
用
途
に
一
体
と
し
て
供
し
て
い

る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
用
途
に
一
体
と
し
て
供
さ
れ
て
い
る
専
有
部
分

る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
用
途
に
一
体
と
し
て
供
さ
れ
て
い
る
専
有
部
分

の
各
部
分
の
所
有
者
、
管
理
者
、
占
有
者
そ
の
他
の
総
務
省
令
で
定
め
る

の
各
部
分
の
所
有
者
、
管
理
者
、
占
有
者
そ
の
他
の
総
務
省
令
で
定
め
る

者
（
前
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

者
（
前
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

③

第
一
項
の
規
定
は
、
都
道
府
県
が
行
う
救
急
業
務
に
協
力
し
た
者
に
つ
い

③

第
一
項
の
規
定
は
、
都
道
府
県
が
行
う
救
急
業
務
に
協
力
し
た
者
に
つ
い

て
準
用
す
る
。

て
準
用
す
る
。

第
四
十
条

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、

二
年
以
下
の
懲
役
又

第
四
十
条

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
こ
れ
を
二
年
以
下
の
懲
役
又

は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
消
防
車
の
通
過
を
故
意
に
妨
害
し

一

第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
消
防
車
の
通
過
を
故
意
に
妨
害
し

た
者

た
者

二

消
防
団
員
が
消
火
活
動
又
は
水
災
を
除
く
他
の
災
害
の
警
戒
防
御
及
び

二

消
防
団
員
が
消
火
活
動
又
は
水
災
を
除
く
他
の
災
害
の
警
戒
防
禦
及
び

ぎ
よ

救
護
に
従
事
す
る
に
当
た
り
、
そ
の
行
為
を
妨
害
し
た
者

救
護
に
従
事
す
る
に
当
た
り
、
そ
の
行
為
を
妨
害
し
た
者

三

第
二
十
五
条
（
第
三
十
六
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

三

第
二
十
五
条
（
第
三
十
六
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
又
は
第
二
十
九
条
第
五
項
（
第
三
十
条
の
二
及
び
第
三
十
六
条
第
七

。
）
又
は
第
二
十
九
条
第
五
項
（
第
三
十
条
の
二
及
び
第
三
十
六
条

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
消
火
若
し
く
は

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
消
火
若
し
く
は
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延
焼
の
防
止
又
は
人
命
の
救
助
に
従
事
す
る
者
に
対
し
、
そ
の
行
為
を
妨

延
焼
の
防
止
又
は
人
命
の
救
助
に
従
事
す
る
者
に
対
し
、
そ
の
行
為
を
妨

害
し
た
者

害
し
た
者

②

前
項
の
罪
を
犯
し
た
者
に
対
し
て
は
、
情
状
に
よ
り
懲
役
及
び
罰
金
を
併

②

前
項
の
罪
を
犯
し
た
者
に
対
し
て
は
、
情
状
に
よ
り
懲
役
及
び
罰
金
を
併

科
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
刑
法
に
正
条
が
あ
る
場
合
に
は
こ
れ
を

科
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し

、
刑
法
に
正
条
が
あ
る
場
合
に
は
こ
れ
を

適
用
し
な
い
。

適
用
し
な
い
。

③

第
一
項
の
罪
を
犯
し
、
よ
つ
て
人
を
死
傷
に
至
ら
し
め
た
者
は
、
こ
の
法

③

第
一
項
の
罪
を
犯
し
、
因
つ
て
人
を
死
傷
に
至
ら
し
め
た
者
は
、
本
法

律
又
は
刑
法
に
よ
り
、
重
き
に
従
つ
て
処
断
す
る
。

又
は
刑
法
に
よ
り
、
重
き
に
従
つ
て
処
断
す
る
。

第
四
十
一
条

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、

一
年
以
下
の
懲
役

第
四
十
一
条

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
こ
れ
を
一
年
以
下
の
懲
役

又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

第
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

一

第
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

二

第
八
条
第
四
項
（
第
三
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

一
の
二

第
八
条
第
四
項

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

三

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

二

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

四

第
十
五
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者

三

第
十
五
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者

五

第
十
七
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
て

四

第
十
七
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
て

消
防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
を
設
置
し
な
か
つ
た
者

消
防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
を
設
置
し
な
か
つ
た
者

②

前
項
の
罪
を
犯
し
た
者
に
対
し
て
は
、
情
状
に
よ
り
懲
役
及
び
罰
金
を
併

②

前
項
の
罪
を
犯
し
た
者
に
対
し
て
は
、
情
状
に
よ
り
懲
役
及
び
罰
金
を
併

科
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

科
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
二
条

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役
又
は
五

第
四
十
二
条

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役
又
は
五

十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
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一

第
八
条
第
三
項
（
第
三
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

一

第
八
条
第
三
項

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

二

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

一
の
二

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

三

第
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

二

第
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

四

第
十
二
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た

三

第
十
二
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た

者

者

五

第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
又
は
処
分
に
違
反
し

三
の
二

第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
又
は
処
分
に
違
反
し

た
者

た
者

六

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
危
険
物
保
安
監
督
者
を
定
め
な

四

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
危
険
物
保
安
監
督
者
を
定
め
な

い
で
事
業
を
行
つ
た
者

い
で
事
業
を
行
つ
た
者

七

第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

五

第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

八

第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
危
険
物
を
貯
蔵
し
、
若
し

六

第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
危
険
物
を
貯
蔵
し
、
若
し

く
は
取
り
扱
つ
た
者
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た

く
は
取
り
扱
つ
た
者
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た

者

者

九

第
十
六
条
の
三
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反

六
の
二

第
十
六
条
の
三
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反

し
た
者

し
た
者

十

第
十
七
条
の
五
の
規
定
に
違
反
し
た
者

七

第
十
七
条
の
五
の
規
定
に
違
反
し
た
者

十
一

第
二
十
五
条
第
三
項
（
第
三
十
条
の
二
及
び
第
三
十
六
条
第
七
項
に

八

第
二
十
五
条
第
三
項
（
第
三
十
条
の
二
及
び
第
三
十
六
条

に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
を
求
め

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
を
求
め

ら
れ
て
、
正
当
な
理
由
が
な
く
情
報
の
提
供
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
情
報

ら
れ
て
、
正
当
な
理
由
が
な
く
情
報
の
提
供
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
情
報

を
提
供
し
た
者

を
提
供
し
た
者

②

前
項
の
罪
を
犯
し
た
者
に
対
し
て
は
、
情
状
に
よ
り
懲
役
及
び
罰
金
を
併

②

前
項
の
罪
を
犯
し
た
者
に
対
し
て
は
、
情
状
に
よ
り
懲
役
及
び
罰
金
を
併
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科
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

科
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
四
条

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
又

第
四
十
四
条

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
又

は
拘
留
に
処
す
る
。

は
拘
留
に
処
す
る
。

一

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
従
わ
な
か
つ
た
者

一

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
従
わ
な
か
つ
た
者

二

第
四
条
、
第
十
六
条
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
四
条
（
第
三
十
五

二

第
四
条
、
第
十
六
条
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
四
条
（
第
三
十
五

条
の
三
第
二
項
又
は
第
三
十
五
条
の
三
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

条
の
三
第
二
項
又
は
第
三
十
五
条
の
三
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
資
料
の
提
出
若
し
く
は
報
告
を
求
め
ら

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
資
料
の
提
出
若
し
く
は
報
告
を
求
め
ら

れ
て
、
資
料
の
提
出
を
せ
ず
、
虚
偽
の
資
料
を
提
出
し
、
報
告
を
せ
ず
、

れ
て
、
資
料
の
提
出
を
せ
ず
、
虚
偽
の
資
料
を
提
出
し
、
報
告
を
せ
ず
、

若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
、
検

若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
、
検

査
若
し
く
は
収
去
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
者

査
若
し
く
は
収
去
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
者

三

第
八
条
の
二
の
二
第
三
項
（
第
八
条
の
二
の
三
第
八
項
（
第
三
十
六
条

三

第
八
条
の
二
の
二
第
三
項
（
第
八
条
の
二
の
三
第
八
項

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
三
十
六
条
第
一

項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
八
条
の
三
第

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
八
条
の
三
第

三
項
、
第
二
十
一
条
の
九
第
二
項
（
第
二
十
一
条
の
十
一
第
三
項
に
お
い

三
項
、
第
二
十
一
条
の
九
第
二
項
（
第
二
十
一
条
の
十
一
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
一
条
の
十
六
の
三
第
二
項
の

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
一
条
の
十
六
の
三
第
二
項
の

規
定
に
違
反
し
た
者

規
定
に
違
反
し
た
者

四

第
十
四
の
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
十
七
条
の
三
の

三
の
二

第
十
四
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
十
七
条
の
三
の

二
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
又
は
忌
避
し
た
者

二
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
又
は
忌
避
し
た
者

五

第
十
四
条
の
三
の
二
の
規
定
に
よ
る
点
検
記
録
を
作
成
せ
ず
、
虚

三
の
三

第
十
四
条
の
三
の
二
の
規
定
に
よ
る
点
検
記
録
を
作
成
せ
ず
、
虚

偽
の
点
検
記
録
を
作
成
し
、
又
は
点
検
記
録
を
保
存
し
な
か
つ
た
者

偽
の
点
検
記
録
を
作
成
し
、
又
は
点
検
記
録
を
保
存
し
な
か
つ
た
者

六

第
十
六
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

四

第
十
六
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
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七

第
十
六
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
消
防
吏
員
又
は
警
察
官
の
停
止

五

第
十
六
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
消
防
吏
員
又
は
警
察
官
の
停
止

に
従
わ
ず
、
又
は
提
示
の
要
求
を
拒
ん
だ
者

に
従
わ
ず
、
又
は
提
示
の
要
求
を
拒
ん
だ
者

八

第
八
条
第
二
項
（
第
三
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

六

第
八
条
第
二
項

む
。
）
、
第
九
条
の
三
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

、
第
九
条
の
三
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
、
第
十
一
条
第
六
項
、
第
十
一
条
の
四
第
一
項
、
第
十
二
条

を
含
む
。
）
、
第
十
一
条
第
六
項
、
第
十
一
条
の
四
第
一
項
、
第
十
二
条

の
六
、
第
十
二
条
の
七
第
二
項
、
第
十
三
条
第
二
項
、
第
十
七
条
の
三
の

の
六
、
第
十
二
条
の
七
第
二
項
、
第
十
三
条
第
二
項
、
第
十
七
条
の
三
の

二
又
は
第
十
七
条
の
十
四
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
怠
つ
た
者

二
又
は
第
十
七
条
の
十
四
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
怠
つ
た
者

九

第
十
三
条
の
二
第
五
項
（
第
十
七
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

七

第
十
三
条
の
二
第
五
項
（
第
十
七
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

十

正
当
な
理
由
が
な
く
消
防
署
、
第
十
六
の
三
条
第
二
項
の
規
定
に

七
の
二

故
な
く

消
防
署
、
第
十
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
市
町
村
長
の
指
定
し
た
場
所
、
警
察
署
又
は
海
上
警
備
救
難
機
関
に

よ
り
市
町
村
長
の
指
定
し
た
場
所
、
警
察
署
又
は
海
上
警
備
救
難
機
関
に

同
条
第
一
項
の
事
態
の
発
生
に
つ
い
て
虚
偽
の
通
報
を
し
た
者

同
条
第
一
項
の
事
態
の
発
生
に
つ
い
て
虚
偽
の
通
報
を
し
た
者

十
一

第
八
条
の
二
の
二
第
一
項
（
第
三
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

七
の
三

第
八
条
の
二
の
二
第
一
項

す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
七
条
の
三
の
三
の
規
定
に
よ
る
報
告
を

又
は
第
十
七
条
の
三
の
三
の
規
定
に
よ
る
報
告
を

せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
者

せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
者

十
二

第
十
七
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し

八

第
十
七
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し

て
消
防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
維
持
の
た
め
必
要
な
措
置

て
消
防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
維
持
の
た
め
必
要
な
措
置

を
し
な
か
つ
た
者

を
し
な
か
つ
た
者

十
三

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
、
み
だ
り
に
火
災
報
知
機
、
消

九

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
、
み
だ
り
に
火
災
報
知
機
、
消

火
栓
、
消
防
の
用
に
供
す
る
貯
水
施
設
又
は
消
防
の
用
に
供
す
る
望
楼
若

火
栓
、
消
防
の
用
に
供
す
る
貯
水
施
設
又
は
消
防
の
用
に
供
す
る
望
楼
若

し
く
は
警
鐘
台
を
使
用
し
、
又
は
そ
の
正
当
な
使
用
を
妨
げ
た
者

し
く
は
警
鐘
台
を
使
用
し
、
又
は
そ
の
正
当
な
使
用
を
妨
げ
た
者

十
四

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

十

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
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十
五

第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
い
で
消
防
水
利
を

十
一

第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
い
で
消
防
水
利
を

使
用
不
能
の
状
態
に
置
い
た
者

使
用
不
能
の
状
態
に
置
い
た
者

十
六

第
二
十
一
条
の
十
三
第
一
項
又
は
第
二
十
一
条
の
十
六
の
六
第
一
項

十
二

第
二
十
一
条
の
十
三
第
一
項
又
は
第
二
十
一
条
の
十
六
の
六
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
報
告
を
求
め
ら
れ
て
、
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の

の
規
定
に
よ
る
報
告
を
求
め
ら
れ
て
、
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の

報
告
を
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
若
し
く
は
検
査
を
拒
み

報
告
を
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
若
し
く
は
検
査
を
拒
み

、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
者

、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
者

十
七

第
八
条
の
二
の
二
第
四
項
（
第
八
条
の
二
の
三
第
八
項
（
第
三

十
二
の
二

第
八
条
の
二
の
二
第
四
項
（
第
八
条
の
二
の
三
第
八
項

十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
三
十
六

条
第
一
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二

十
一
条
の
十
六
の
五
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

十
一
条
の
十
六
の
五
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

十
八

第
二
十
二
条
第
四
項
又
は
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
制
限
に
違
反

十
三

第
二
十
二
条
第
四
項
又
は
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
制
限
に
違
反

し
た
者

し
た
者

十
九

第
二
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
火
気
の
使
用
の
禁
止
、
退
去
の
命

十
四

第
二
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
火
気
の
使
用
の
禁
止
、
退
去
の
命

令
又
は
出
入
の
禁
止
若
し
く
は
制
限
に
従
わ
な
か
つ
た
者

令
又
は
出
入
の
禁
止
若
し
く
は
制
限
に
従
わ
な
か
つ
た
者

二
十

正
当
な
理
由
が
な
く
消
防
署
又
は
第
二
十
四
条
（
第
三
十
六
条
第
七

十
五

故
な
く

消
防
署
又
は
第
二
十
四
条
（
第
三
十
六
条

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
長
の
指

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
長
の
指

定
し
た
場
所
に
火
災
発
生
の
虚
偽
の
通
報
又
は
第
二
条
第
九
項
の
傷
病
者

定
し
た
場
所
に
火
災
発
生
の
虚
偽
の
通
報
又
は
第
二
条
第
九
項
の
傷
病
者

に
係
る
虚
偽
の
通
報
を
し
た
者

に
係
る
虚
偽
の
通
報
を
し
た
者

二
十
一

第
二
十
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
（
第
三
十
条
の
二
及
び
第
三
十

十
六

第
二
十
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
（
第
三
十
条
の
二
及
び
第
三
十

六
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
退
去

六
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
退
去

の
命
令
又
は
出
入
の
禁
止
若
し
く
は
制
限
に
従
わ
な
か
つ
た
者

の
命
令
又
は
出
入
の
禁
止
若
し
く
は
制
限
に
従
わ
な
か
つ
た
者

二
十
二

第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
火
災
後
の
被
害
状
況
の
調
査
を
拒
ん

十
七

第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
火
災
後
の
被
害
状
況
の
調
査
を
拒
ん
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だ
者

だ
者

第
四
十
五
条

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ

第
四
十
五
条

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ

の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ

の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
規
定
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人

る
規
定
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人

に
対
し
て
当
該
各
号
に
定
め
る
罰
金
刑
を
、
そ
の
人
に
対
し
て
各
本
条
の
罰

に
対
し
て
当
該
各
号
に
定
め
る
罰
金
刑
を
、
そ
の
人
に
対
し
て
各
本
条
の
罰

金
刑
を
科
す
る
。

金
刑
を
科
す
る
。

一

第
三
十
九
条
の
二
の
二
第
一
項
又
は
第
三
十
九
条
の
三
の
二
第
一
項

一

第
三
十
九
条
の
二
の
二
第
一
項
又
は
第
三
十
九
条
の
三
の
二
第
一
項

一
億
円
以
下
の
罰
金
刑

一
億
円
以
下
の
罰
金
刑

二

第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
五
号

三
千
万
円
以
下
の
罰
金
刑

二

第
四
十
一
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
四
号

三
千
万
円
以
下
の
罰
金
刑

三

第
三
十
九
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
九
条
の
三
第
一

三

第
三
十
九
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
九
条
の
三
第
一

項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
四
十
一
条
第
一
項
（
同
項
第
三
号
及
び
第
五
号

項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
四
十
一
条
第
一
項
（
同
項
第
二
号
及
び
第
四
号

を
除
く
。
）
、
第
四
十
二
条
第
一
項
（
同
項
第
七
号
及
び
第
十
号
を
除
く

を
除
く
。
）
、
第
四
十
二
条
第
一
項
（
同
項
第
五
号
及
び
第
七
号
を
除
く

。
）
、
第
四
十
三
条
第
一
項
、
第
四
十
三
条
の
四
又
は
前
条
第
一
号
、
第

。
）
、
第
四
十
三
条
第
一
項
、
第
四
十
三
条
の
四
又
は
前
条
第
一
号
、
第

三
号
、
第
十
一
号
若
し
く
は
第
十
二
号

各
本
条
の
罰
金
刑

三
号
、
第
七
号
の
三
若
し
く
は
第
八
号

各
本
条
の
罰
金
刑

第
四
十
六
条
の
五

第
八
条
の
二
の
三
第
五
項
（
第
三
十
六
条
第
一
項
に
お
い

第
四
十
六
条
の
五

第
八
条
の
二
の
三
第
五
項

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
七
条
の
二
の
三
第
四
項
又
は
第
二
十

、
第
十
七
条
の
二
の
三
第
四
項
又
は
第
二
十

一
条
の
十
六
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
怠
つ
た

一
条
の
十
六
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
怠
つ
た

者
は
、
五
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

者
は
、
五
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。
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消
防
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
表

○

大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
七
十
三
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
地
震
防
災
応
急
計
画
の
特
例
）

（
地
震
防
災
応
急
計
画
の
特
例
）

第
八
条

前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
者
が
、
次
に
掲
げ
る
計
画
又

第
八
条

前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
者
が
、
次
に
掲
げ
る
計
画
又

は
規
程
に
お
い
て
、
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め

は
規
程
に
お
い
て
、
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め

る
施
設
又
は
事
業
に
関
し
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
た

る
施
設
又
は
事
業
に
関
し
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
た

と
き
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
定
め
た
部
分
（
次
項
に
お
い
て
「
地
震
防
災

と
き
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
定
め
た
部
分
（
次
項
に
お
い
て
「
地
震
防
災

規
程
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
施
設
又
は
事
業
に
係
る
地
震
防
災
応
急
計
画

規
程
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
施
設
又
は
事
業
に
係
る
地
震
防
災
応
急
計
画

と
み
な
し
て
こ
の
法
律
を
適
用
す
る
。

と
み
な
し
て
こ
の
法
律
を
適
用
す
る
。

一

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
八
条
第
一
項
若
し

一

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
八
条
第
一
項
若
し

く
は
第
八
条
の
二
第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
三
十
六
条
第
一
項

く
は
第
八
条
の
二
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
消
防
計
画
又
は
同
法

に
規
定
す
る
消
防
計
画
又
は
同
法

第
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
予
防
規
程

第
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
予
防
規
程

二

火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
二
十
八
条

二

火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
二
十
八
条

第
一
項
に
規
定
す
る
危
害
予
防
規
程

第
一
項
に
規
定
す
る
危
害
予
防
規
程

三

高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
第
二
十
六
条

三

高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
第
二
十
六
条

第
一
項
に
規
定
す
る
危
害
予
防
規
程

第
一
項
に
規
定
す
る
危
害
予
防
規
程

四

ガ
ス
事
業
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
三
十
条
第
一
項

四

ガ
ス
事
業
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
三
十
条
第
一
項

（
同
法
第
三
十
七
条
の
七
第
三
項
、
第
三
十
七
条
の
八
及
び
第
三
十
七
条

（
同
法
第
三
十
七
条
の
七
第
三
項
、
第
三
十
七
条
の
八
及
び
第
三
十
七
条



- 19 -

の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
保
安
規
程

の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
保
安
規
程

五

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
四
十
二
条
第
一

五

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
四
十
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
保
安
規
程

項
に
規
定
す
る
保
安
規
程

六

石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二

六

石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二

十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
安
規
程

十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
安
規
程

七

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
防

七

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
防

災
規
程

災
規
程

八

前
各
号
に
掲
げ
る
計
画
又
は
規
程
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で

八

前
各
号
に
掲
げ
る
計
画
又
は
規
程
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で

定
め
る
も
の

定
め
る
も
の

２

地
震
防
災
規
程
を
作
成
し
た
者
は
、
前
条
第
六
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

２

地
震
防
災
規
程
を
作
成
し
た
者
は
、
前
条
第
六
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
地
震
防
災
規
程
の
写
し
を
市
町
村

、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
地
震
防
災
規
程
の
写
し
を
市
町
村

長
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
地
震
防
災
規
程
を
変
更
し
た
と
き
も
、

長
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
地
震
防
災
規
程
を
変
更
し
た
と
き
も
、

同
様
と
す
る
。

同
様
と
す
る
。
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消
防
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
表

○

東
南
海
・
南
海
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
二
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
対
策
計
画
の
特
例
）

（
対
策
計
画
の
特
例
）

第
八
条

前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
者
が
、
次
に
掲
げ
る
計
画
又

第
八
条

前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
者
が
、
次
に
掲
げ
る
計
画
又

は
規
程
に
お
い
て
、
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め

は
規
程
に
お
い
て
、
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め

る
施
設
又
は
事
業
に
関
し
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
た

る
施
設
又
は
事
業
に
関
し
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
た

と
き
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
定
め
た
部
分
（
次
項
に
お
い
て
「
東
南
海
・

と
き
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
定
め
た
部
分
（
次
項
に
お
い
て
「
東
南
海
・

南
海
地
震
防
災
規
程
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
施
設
又
は
事
業
に
係
る
対
策

南
海
地
震
防
災
規
程
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
施
設
又
は
事
業
に
係
る
対
策

計
画
と
み
な
し
て
こ
の
法
律
を
適
用
す
る
。

計
画
と
み
な
し
て
こ
の
法
律
を
適
用
す
る
。

一

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
八
条
第
一
項
若
し

一

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
八
条
第
一
項
若
し

く
は
第
八
条
の
二
第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
三
十
六
条
第
一
項

く
は
第
八
条
の
二
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
消
防
計
画
又
は
同
法

に
規
定
す
る
消
防
計
画
又
は
同
法

第
十
四
条
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
予
防
規
程

第
十
四
条
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
予
防
規
程

二

火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
二
十
八
条

二

火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
二
十
八
条

第
一
項
に
規
定
す
る
危
害
予
防
規
程

第
一
項
に
規
定
す
る
危
害
予
防
規
程

三

高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
第
二
十
六
条

三

高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
第
二
十
六
条

第
一
項
に
規
定
す
る
危
害
予
防
規
程

第
一
項
に
規
定
す
る
危
害
予
防
規
程

四

ガ
ス
事
業
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
三
十
条
第
一
項

四

ガ
ス
事
業
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
三
十
条
第
一
項

（
同
法
第
三
十
七
条
の
七
第
三
項
、
第
三
十
七
条
の
八
及
び
第
三
十
七
条

（
同
法
第
三
十
七
条
の
七
第
三
項
、
第
三
十
七
条
の
八
及
び
第
三
十
七
条
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の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
保
安
規
程

の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
保
安
規
程

五

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
四
十
二
条
第
一

五

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
四
十
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
保
安
規
程

項
に
規
定
す
る
保
安
規
程

六

石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二

六

石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二

十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
安
規
程

十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
安
規
程

七

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
防

七

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
防

災
規
程

災
規
程

八

前
各
号
に
掲
げ
る
計
画
又
は
規
程
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で

八

前
各
号
に
掲
げ
る
計
画
又
は
規
程
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で

定
め
る
も
の

定
め
る
も
の

２

東
南
海
・
南
海
地
震
防
災
規
程
を
作
成
し
た
者
は
、
前
条
第
六
項
の
規
定

２

東
南
海
・
南
海
地
震
防
災
規
程
を
作
成
し
た
者
は
、
前
条
第
六
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
東
南
海
・
南
海
地

に
か
か
わ
ら
ず
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
東
南
海
・
南
海
地

震
防
災
規
程
の
写
し
を
市
町
村
長
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
東
南
海

震
防
災
規
程
の
写
し
を
市
町
村
長
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
東
南
海

・
南
海
地
震
防
災
規
程
を
変
更
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

・
南
海
地
震
防
災
規
程
を
変
更
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。
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消
防
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
表

○

日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
二
十
七
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
対
策
計
画
の
特
例
）

（
対
策
計
画
の
特
例
）

第
八
条

前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
者
が
、
次
に
掲
げ
る
計
画
又

第
八
条

前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
者
が
、
次
に
掲
げ
る
計
画
又

は
規
程
に
お
い
て
、
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め

は
規
程
に
お
い
て
、
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め

る
施
設
又
は
事
業
に
関
し
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
た

る
施
設
又
は
事
業
に
関
し
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
た

と
き
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
定
め
た
部
分
（
次
項
に
お
い
て
「
日
本
海
溝

と
き
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
定
め
た
部
分
（
次
項
に
お
い
て
「
日
本
海
溝

・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
防
災
規
程
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
施
設
又

・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
防
災
規
程
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
施
設
又

は
事
業
に
係
る
対
策
計
画
と
み
な
し
て
こ
の
法
律
を
適
用
す
る
。

は
事
業
に
係
る
対
策
計
画
と
み
な
し
て
こ
の
法
律
を
適
用
す
る
。

一

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
八
条
第
一
項
若
し

一

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
八
条
第
一
項
若
し

く
は
第
八
条
の
二
第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
三
十
六
条
第
一
項

く
は
第
八
条
の
二
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
消
防
計
画
又
は
同
法

に
規
定
す
る
消
防
計
画
又
は
同
法

第
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
予
防
規
程

第
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
予
防
規
程

二

火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
二
十
八
条

二

火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
二
十
八
条

第
一
項
に
規
定
す
る
危
害
予
防
規
程

第
一
項
に
規
定
す
る
危
害
予
防
規
程

三

高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
第
二
十
六
条

三

高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
第
二
十
六
条

第
一
項
に
規
定
す
る
危
害
予
防
規
程

第
一
項
に
規
定
す
る
危
害
予
防
規
程

四

ガ
ス
事
業
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
三
十
条
第
一
項

四

ガ
ス
事
業
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
三
十
条
第
一
項
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（
同
法
第
三
十
七
条
の
七
第
三
項
、
第
三
十
七
条
の
八
及
び
第
三
十
七
条

（
同
法
第
三
十
七
条
の
七
第
三
項
、
第
三
十
七
条
の
八
及
び
第
三
十
七
条

の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
保
安
規
程

の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
保
安
規
程

五

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
四
十
二
条
第
一

五

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
四
十
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
保
安
規
程

項
に
規
定
す
る
保
安
規
程

六

石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二

六

石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二

十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
安
規
程

十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
安
規
程

七

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
防

七

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
防

災
規
程

災
規
程

八

前
各
号
に
掲
げ
る
計
画
又
は
規
程
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で

八

前
各
号
に
掲
げ
る
計
画
又
は
規
程
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で

定
め
る
も
の

定
め
る
も
の

２

日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
防
災
規
程
を
作
成
し
た
者
は
、

２

日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
防
災
規
程
を
作
成
し
た
者
は
、

前
条
第
六
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ

前
条
第
六
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ

の
日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
防
災
規
程
の
写
し
を
市
町
村
長

の
日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
防
災
規
程
の
写
し
を
市
町
村
長

に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震

に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震

防
災
規
程
を
変
更
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

防
災
規
程
を
変
更
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。


